
水道事業及び下水道事業の概要

令和５年８月３日

豊橋市上下水道局

1

資料２



目次

上下水道局の概要
豊橋市上下水道局の概要 ・・・・・・・・・・ 4

会計処理の仕組み
公営企業会計の仕組み ・・・・・・・・・・・ 7

本市の会計一覧 ・・・・・・・・・・・・・・ 8

官公庁会計の例 ・・・・・・・・・・・・・・ 9

公営企業会計の例 ・・・・・・・・・・・・・10

収益的収支と資本的収支 ・・・・・・・・・・11

財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・12

令和５年度 水道事業会計予算 ・・・・・・・17

令和５年度 下水道事業会計予算 ・・・・・・18

水道事業
水道事業とは ・・・・・・・・・・・・・・・20

水道事業の特徴 ・・・・・・・・・・・・・・21

本市の状況

水道施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・22

水道水を届ける仕組み ・・・・・・・・・・24

水道管路の状況 ・・・・・・・・・・・・・25

本市の水源状況 ・・・・・・・・・・・・・28

小鷹野浄水場フロー図 ・・・・・・・・・・29

配水ブロック ・・・・・・・・・・・・・・30

配水場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・31

配水イメージ図 ・・・・・・・・・・・・・32

水道料金 ・・・・・・・・・・・・・・・・33

下水道事業

下水道事業とは ・・・・・・・・・・・・・・36

下水道事業の特徴 ・・・・・・・・・・・・・37

下水道の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・38

下水の排除方式 ・・・・・・・・・・・・・・39

雨水公費・汚水私費の原則 ・・・・・・・・・40

下水道施設の構成 ・・・・・・・・・・・・・41

本市の状況

公共下水道と地域下水道 ・・・・・・・・・42

下水管渠 ・・・・・・・・・・・・・・・・43

ポンプ場・下水処理場位置図 ・・・・・・・45

処理場の水処理フロー図 ・・・・・・・・・47

公共下水道と地域下水道の処理場 ・・・・・48

バイオマス利活用センター ・・・・・・・・57

下水道使用料 ・・・・・・・・・・・・・・58

豊橋市上下水道ビジョン2021-2030

豊橋市上下水道ビジョン ・・・・・・・・・・64

水道事業 事業計画 ・・・・・・・・・・・・65

下水道事業 事業計画 ・・・・・・・・・・・66

2



上下水道局の概要
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上下水道局の組織

水道事業及び
下水道事業管理者
（上下水道局長）

１人

次 長
１人

総務課
21人（1人）

営業課
26人（7人）

浄水課
33人

水道管路課
27人（5人）

下水道施設課
43人（5人）

下水道整備課
33人（1人）

管理者が担任する主な事務

➣職員の任免（形式）
➣予算原案の作成
➣決算の調製
➣資産の取得、管理及び処分
➣契約の締結
➣料金、使用料等の徴収
➣出納、会計事務の執行
➣一時借入れ

豊橋市上下水道局の概要

※人数は職員定数
※（ ）内は、再任用短時間勤務職員の外書き

職員定数 １８５人（管理者含む）

上記以外に再任用短時間勤務職員１９人



浄水課 ・水道施設の維持管理・運転監視
・水道施設の計画・整備
・水道水の水質管理 等

5

上下水道局（所在地：牛川町字下モ田29-1）

上下水道局庁舎の所在地及び各課の事務分掌（抜粋）

小鷹野浄水場（所在地：東小鷹野二丁目9-3）

中島処理場（所在地：神野新田町字中島75-2）

下水道施設課 ・下水処理場・ポンプ場施設・バイオマス利活用センターの維持管理
・下水道へ排除する下水の水質監視、下水道施設の水質管理
・下水処理場・ポンプ場施設の新設・改築 等

４階 総務課 ・上下水道局の人事・給与・研修・庁舎管理・広報・出納

・水道事業・下水道事業の経理、工事の入札・契約 等

３階 水道管路課 ・配水管布設替・移設

・道路上の漏水調査、水道管修繕 等

下水道整備課 ・下水道事業の計画

・下水道管の新設・改良・維持管理 等

２階 営業課 ・給水装置の工事申請
・排水設備の工事申請
・下水道事業受益者負担金

・お客さま料金センターの運用 等



会計処理の仕組み
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公営企業会計の仕組み

■官公庁会計と公営企業会計の違い

活動目的 認識基準 記帳方式 決算の目的

官公庁会計

公共の福祉の
増進

現金主義
現金収支の事実に基
づいて収益を認識

単式簿記
現金の出入金
を管理

予算に計上され
た事業がどの程
度執行されたか
を整理

公営企業会計

公共の福祉の
増進＋経済性
の発揮

発生主義
取引や費消などの経
済活動の事実に基づ
いて収益を認識

複式簿記
資産・負債の
増減や収益・
費用の発生を
管理

経済活動の経営
成績や財政状態
を整理

（１）経済性を重視

（２）期間損益計算・費用配分の原則

①費用のうち、当該年度の収益の獲得に役立った部分だけが費用として認められる
＝現金支出のすべてが費用となるわけではない（例：前払金など）

②収益に見合う部分（支出の効果が翌年度以降に持続するもの）は、資産として繰り延べられる
＝資産は取得年度の翌年度以降に費用化される（例：減価償却費など）



会計名
令和５年度

予算額（千円） 構成比（％）

一般会計 137,512,399 49.5

特
別
会
計

競輪事業 26,851,000 9.7
国民健康保険事業 32,810,000 11.8
総合動植物公園事業 1,958,000 0.7
公共駐車場事業 145,000 0.1
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 25,000 0.0
後期高齢者医療 10,040,000 3.6

計 71,829,000 25.9
企
業
会
計

水道事業 10,131,000 3.6
下水道事業 17,053,000 6.1
病院事業 41,334,000 14.9
計 68,518,000 24.7

合計 277,859,399 100 8

本市の会計一覧

官
公
庁
会
計

公
営
企
業
会
計
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官公庁会計の例

N年度 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

8 8 8 8 8 8

差引利益 -38 12 12 12 12 12  計 22
ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ -38 12 12 12 12 12  計 22

2020

50

20収益 20 2020

資産取得

←現金支出を

伴う費用

←現金収入を

伴う収益
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公営企業会計の例

減価償却費（償却期間５年）

N年度 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
10
10
10
10
10 10 10 10 10 10

8 8 8 8 8 8

差引利益 12 2 2 2 2 2  計 22

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ -38 12 12 12 12 12  計 22

20 20収益 20 20 2020

資産取得
50

←現金支出を

伴う費用

←現金収入を

伴う収益

←非現金化

費用

減価償却費
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収益的収支と資本的収支

官公庁予算

支

出

（歳出）

収

入

（歳入）

補
填
財
源

公営企業予算

（資本的収支） （収益的収支）

資
本
的
支
出

資
本
的
収
入

現
金
の
支
出
を
伴
わ
な
い
経
費
と
利
益

減
価
償
却
費

収
益
的
収
入

収
益
的
支
出

純
利
益

施設や設備の整備拡充・改良を
行うための収入及び支出

※収益的収支
企業の経常的な経営活動
に伴い発生する収入とそ
れに対応する支出
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財務諸表（①貸借対照表）

貸借対照表
一定の時点における当該事業が保有するすべての財産を総括的に表示したもの
☞貸借対照表により、当該事業の資産・負債の状況を知ることができる

左半分は企業の持ち物 ←

資産の部 負債の部

固定資産 130,099,337 固定負債 37,026,256
有形固定資産 129,281,786 流動負債 4,773,342
無形固定資産 806,906 繰延収益 47,024,716
投資その他の資産 10,645 負債合計 88,824,314

流動資産 4,713,069 資本の部

現金預金 3,158,695 資本金 38,156,307
未収金 829,922 剰余金 7,831,785
前払金 724,452 資本合計 45,988,092

資産合計 134,812,406 負債資本合計 134,812,406

→ 右半分は資産の源泉

土地建物現金預
金など所有財産
が記載されます

企業債など支払い
義務があるもの等
が記載されます

資本金や事
業で得られた
利益など返す
必要がない資
金が記載され
ます
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財務諸表（②損益計算書）

損益計算書
一事業年度における収入（収益）と支出（費用）を表示したもの
☞損益計算書により当該事業がどのような経営活動によって、どれだけの経営

成績を上げたかを知ることができる。

営業収益 6,219,467
営業費用 7,208,980
営業損失 989,513
営業外収益 2,351,187
営業外費用 623,454
経常利益 738,220
特別利益 103,720
当期純利益 841,940
前年度繰越利益 1,267,104
その他未処分利益剰余金 813,000
当年度末処分利益剰余金 2,922,044

３つの段階で利益を把握
利益＝収益－費用

営業損益

通常の業務活動の損益の結果
が表示されます

経常損益

通常の業務活動に関する損益
に加えて資金調達等に関する
損益の結果が表示されます

純損益

１年間の全ての損益の結果が
表示されます
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財務諸表（③キャッシュ・フロー計算書）

キャッシュ・フロー計算書
一事業年度における資金収支の状況を、一定の活動区分別に表示したもの
☞キャッシュ・フロー計算書により、一事業年度における現金の流れを知ること

ができる。

業務活動によるキャッシュ・フロー 3,200,691
当期純利益、減価償却費、未収金、未払金など

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,601,607
有形固定資産の取得による支出など

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,016
企業債による収入、企業債償還金など

資金増加額 608,100
資金期首残高 2,550,595
資金期末残高 3,158,695

業務活動によるキャッシュ・フロー

通常の業務活動の実施による資
金の収支や投資活動、財務活動
以外の収支が表示されます

投資活動によるキャッシュ・フロー

通常の業務活動の基礎となる固
定資産の取得及び売却の収支が
表示されます

財務活動によるキャッシュ・フロー

増資、減資による収支や資金調達、
返済に関する収支が表示されます
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財務諸表（④剰余金計算書）

剰余金計算書
一事業年度における剰余金の増減の状況を、剰余金の区分毎に表示したもの
☞剰余金計算書により、一事業年度における剰余金の変動を知ることができる。

資本金 資本
剰余金

利益剰余金 資本
合計

積立金 未処分利益剰余金 合計

前年度末残高 37,504,345 4,909,742 0 2,640,104 2,640,104 45,054,191

前年度処分額 560,000 0 813,000 △1,373,000 △560,000 0

資本金への組入 560,000 0 0 △560,000 △560,000 0

処分後残高 38,064,345 0 813,000 1,267,104 2,080,104 45,054,191

当年度変動額 91,961 △813,000 1,654,940 841,940 933,901
他会計出資金の受入 87,814 0 0 0 0 87,814

現物出資の受入 4,147 0 0 0 0 4,147

積立金の取崩 0 0 △813,000 813,000 0 0

当年度純利益 0 0 0 841,940 841,940 841,940

当年度末残高 38,156,307 4,909,742 0 2,922,044 2,922,044 45,988,092

前年度からの繰越

今年度の純利益

翌年度への繰越
（処分前）
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財務諸表（財務諸表間の相関）

（出典） 総務省「地方公営企業法の適用に関するマニュアル」

① ②③

④



5,734 539 541 

4,499 1,860 

412 382 2,978 

3,343 429 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

資本的支出

資本的収入

収益的支出

収益的収入

百万円

水道料金 その他収益 長期前受金戻入

維持管理費用 減価償却費等

補てん財源

企業債

その他収入

建設改良費 償還金
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令和５年度 水道事業会計予算

●収益的収支（税込）
収益6,814,000千円 費用6,359,000千円

●資本的収支（税込）
収入 794,000千円 支出3,772,000千円

補てん財源

減価償却費等の非現
金支出（損益勘定留保
資金）や積立金などに
より構成される財源で
す



5,044 2,404 140 2,072 

3,926 491 4,934 

2,524 1,416 268 3,494 

5,182 2,520 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

資本的支出

資本的収入

収益的支出

収益的収入

百万円
18

令和５年度 下水道事業会計予算

●収益的収支（税込）
収益9,660,000千円 費用9,351,000千円

●資本的収支（税込）
収入4,208,000千円 支出7,702,000千円

補てん財源

減価償却費等の非現
金支出（損益勘定留保
資金）や積立金などに
より構成される財源で
す

下水道使用料 一般会計繰入金

その他収益

長期前受金戻入

維持管理費用 支払利息 減価償却費等

企業債 補助金

その他収入

補てん財源

建設改良費 償還金



水道事業
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水道事業は、一般の需要に応じて 、水道により水を供給する
事業で、原則として市町村が経営するもの。

水道事業とは

■水道法（目的）

この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならし
めるとともに、水道の基盤を強化することによって、清浄にし
て豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活
環境の改善とに寄与することを目的とする。

水道…
導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として

供給する施設の総体
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■事業の認可及び経営主体（水道法第６条）

・水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を
受けなければならない。

・水道事業は、原則として市町村が経営する…

水道事業の特徴

■給水義務（水道法第15条）

・水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者か
ら給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなけれ
ば、これを拒んではならない。

・水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常
時水を供給しなければならない。
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本市の状況

名 称 箇所数 役 割 備 考

取水場 １
豊川伏流水から水道水となる原水を取る施
設

下条取水場

浄水場 ２
原水を浄化(ろ過)・消毒し、水道水にして
上水道へ供給するための施設

高山浄水場
小鷹野浄水場

配水場 ５
水道水を水槽(配水池)に貯めて配水する施
設

多米配水場、高山配水場
北部配水場、南部配水場
東部配水場

給水所 ９
井戸水(地下水)を浄水処理して水道水とし
て配水する施設

南栄給水所、下地給水所
下条給水所など

加圧所 ８ ポンプで圧力をかけ高台へ水を送る施設
中山加圧所、長楽加圧所
雲谷加圧所など

水質計測所 １３ 常時水質・水圧を監視する施設
杉山・松山・前芝水質計
測所など

圧力制御所 １０
バルブ(弁)を開閉させることにより水圧を
一定に制御する施設

今橋・小畷・柱八番圧力
制御所など

計 ４８

水道施設の状況
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★嵩山加圧所

★長楽加圧所

※石巻計測所

◆下条給水所
■下条取水場

►◄今橋圧力制御所

○上下水道局
●小鷹野浄水場県豊橋浄水場◎

◆下地給水所※前芝計測所

▲多米配水場

※花柄山計測所

►◄小畷圧力制御所
※松山計測所

►◄豊岡圧力制御所

※東岩田計測所

つつじが丘計測所※

►◄飯村圧力制御所

▲高山配水場
●高山浄水場

※西口計測所
◆南栄給水所

►◄柱八番圧力制御所

東脇計測所※

★大脇加圧所

★二川加圧所
★中原加圧所

★雲谷加圧所

◆豊清給水所◆大岩給水所
►◄畑ヶ田圧力制御所

※天伯計測所

▲南部配水場
※西七根計測所◎県豊橋南部浄水場

◆池上給水所
◆老津給水所

※杉山計測所

◆細谷給水所

►◄曙圧力制御所

※内張計測所
►◄大山圧力制御所

►◄駒形圧力制御所

一
級
河
川
豊
川

▲北部配水場

★中山加圧所

三
河
湾

太平洋

►◄乗小路圧力制御所

※小沢計測所

◆伊古部給水所

▲東部配水場

★吉祥加圧所

水道施設位置図

●

▲

※

►◄

施 設 名

取 水 場

浄 水 場

配 水 場

給 水 所

加 圧 所

水質計測所

圧力制御所

計

記号 箇所数

■

◆

★

１

２

５

９

１３

１０

４８

８

※各施設とも小鷹野浄水場で
集中管理を行っています。
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水道水を届ける仕組み

取水場 配水場浄水場

一般家庭

加圧所

導水管 送水管

一般家庭

配水管
給水管

配水管
給水管

配水管

配水管

給水所

配水管

県浄水場
（県営水道）

取水井
（井戸）

圧力
制御所

送水管

導水管

一般家庭
配水管 配水管

給水管
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水道管路の状況（老朽化）

※ 管路経年化率（％）＝法定耐用年数（40年）を経過した管の布設延長÷管路総延長×100

（Ｒ３年度末）

経過年数 延 長 割 合 管路経年化率

60年以上 28 ｋm 1.3 ％

31.7 ％60年未満50年以上 161 ｋm 7.1 ％

50年未満40年以上 525 ｋm 23.3 ％

40年未満30年以上 624 ｋm 27.7 ％

30年未満20年以上 383 ｋm 17.0 ％

20年未満10年以上 288 ｋm 12.8 ％

10年未満 245 ｋm 10.9 ％

総 延 長 2,254 ｋm

差替



（31.7％）

（59.4％）

26

水道管路の布設状況

差替
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水道管路の状況（耐震化）

※ 基幹管路：導、送、配水本管（豊橋市はφ350以上の配水管）

耐震性の無い管の総延長 2,254ｋｍ－455ｋｍ=1,799km
1,799ｋｍ÷20ｋｍ/年（年間布設替延長）≒90年

（Ｒ３年度末）

種 別 延 長
耐震管 耐震適合管

延 長 割合 延 長 割合
配水支管
（φ300以下）

2,132 ｋm 423 ｋm 19.8 % 471 ｋm 22.1 %

基
幹
管
路

配水本管
（φ350以上）

導水管

送水管

121.5 ｋm 31.6 ｋm 26.0 % 61.2 ｋm 50.4 %

総延長 2,254 ｋm 455 ｋm 20.2 % 532 ｋm 23.6 %
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本市の水源状況

水源 配水量 構成比

愛知県営水道 豊川用水 28,220,699㎥ 69.3％

自己水源

伏流水 7,482,175㎥ 18.4％
地下水 4,836,567㎥ 11.9％
表流水 166,530㎥ 0.4％

計 40,705,971㎥ 100.0％

■水源状況

総額 2,037,732,242円
基本料金 1,122,937,640円 60.6％
使用料金 729,546,220円 39.4％
消費税 185,248,382円

■愛知県営水道料金（受水費）

（Ｒ３年度）

（Ｒ３年度）
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小鷹野浄水場フロー図

①

②

③

④

⑤

① 取水場から浄水場へ原水を送る

② 原水から炭酸成分を除去する

③ ゆっくりと砂の層を通して(ろ過して)水を
きれいにし飲める水にする

④ 消毒し水道水にして貯める

⑤ 自然の力(重力)で配水するため、山の
上の配水池に水道水を貯めて配る

ｐＨ調整設備
（ピーエイチちょうせいせつび）

説明

消
毒

②
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配水ブロック

南部配水場

高山配水場

多米配水場

豊川用水（東部幹線水路）

牟呂用水

豊川

高山配水区

南部配水区

北部配水場

多米配水区

東部配水場

東部配水区

北部配水区

５つの配水場によるブロック（区）を設定
【ブロック化による効果】
・各ブロック内の水量・
水圧の管理が可能

・異常時や事故時に
おける影響範囲を
限定化

・配水ブロック間の相互
融通（ループ化）が可能
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配水場

名 称 標 高 配水池容量

多米配水場 TP+54.5m 10,000㎥×２池

高山配水場 TP+61.0m 10,000㎥×２池

北部配水場
TP+54.0m 2,000㎥(受水池)

TP+72.0m 1,500㎥(配水塔)

南部配水場 TP+55.0m 10,000㎥×２池

東部配水場 TP+39.4m 2,500㎥×２池
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配水イメージ図（ブロック化、ループ化）

目的：「配水圧力の均一化」 「災害時の水運用」
「復旧作業の迅速化」 「被災区域の最小化」



 前回の改定：昭和５９年４月１日（消費税及び地方消費税の税率改正に伴う改定を除く）

 料金体系 ：二部料金制（基本料金、水量料金）

・基本料金：水道メーターの口径が大きくなるほど高くなる体系

・水量料金：使用水量が多くなるほど段階的に高くなる体系

水道料金

メーターの口径 月額基本料金

１３㎜ ５３０円

２０㎜ １，４５０円

２５㎜ ２，５００円

３０㎜ ３，９００円

４０㎜ ７，７００円

５０㎜ １３，３００円

７５㎜ ３６，０００円

１００㎜ ７３，４００円

１５０㎜ ２０３，０００円

２００㎜ ４２０，０００円

２５０㎜ ７４０，０００円

３００㎜ １，１８０，０００円

用途区分 水量料金

一般用

月１０㎥
以下

月１０㎥超
２０㎥以下

月２０㎥超
５０㎥以下

月５０㎥超

１００㎥以
下

月１００㎥
超

２８円/㎥ ５６円/㎥ ９２円/㎥ １６０円/
㎥

２４０円/
㎥

臨時用 ２６０円/㎥

現行水道料金表

※料金は、１か月につき表により算出した額に１００分の１１０を乗じて得た額

33
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水道料金
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01

以
上

１か月当たり家庭用水道料金（20㎥）の度数分布（全国）

１か月当たり家庭用水道料金（円）（税込）

平均料金3,334円

本市1,507円

（口径別料金体系は口径13mmによる）

事
業

体
（
全

1
,2

5
6
事

業
体

）

（出典）（公社）日本水道協会 水道料金表（令和4年4月1日現在） から作成



下水道事業
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下水道事業は、生活環境の改善や公衆衛生の向上、浸
水の防除、さらには河川、海域等の公共用水域の水質保
全を図るため、汚水の収集・処理、雨水の排除を行うもの
です。

下水…
生活もしくは事業に起因し、若しくは付随する廃水（汚

水）又は雨水。
下水道…

下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その
他の排水施設、これに接続して下水を処理するために設
けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設
けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体。

下水道事業とは
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■市町村による管理（下水道法第３条第１項）

・公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理
は、市町村が行うものとする。

下水道事業の特徴

■排水設備の設置等（下水道法第１０条第１項 ）

・公共下水道の供用が開始された場合においては、当該
公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又
は占有者は、遅滞なく、（中略）その土地の下水を公共
下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その
他の排水施設を設置しなければならない。
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下水道の種類

大きなくくりの
「下水道」 公共下水道

下水道法上の

「下水道」

下水道法以外の

「下水道」

（下水道類似施設）

流域下水道

都市下水路

農業（漁業、林業）

集落排水施設

特定

公共下水道

特定環境保全

公共下水道

狭義の

「公共下水道」

一般的に言わ
れる下水道

地域し尿処理施設

（コミュニティ・プラント）

※ は本市が管理する下水道

※市内には愛知県が管理する流域下水道に接続している地区がある
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下水の排除方式

≪合流式下水道≫

・汚水と雨水を同一の管渠系統で排除

・雨天時に一定量を超えた流入水（汚水＋雨水）は
公共用水域に直接放流

・古くから下水道を整備した地域で採用

≪分流式下水道≫

・汚水と雨水を別々の管渠系統で排除

・雨天時に汚水を公共用水域に放流することが無く
水質汚濁防止上有利

・近年は分流式で整備



費用 財源

下水道事業の費用

汚水処理費

雨水処理費

雨水公費・
汚水私費の原則

一般会計繰入金

下水道使用料

公費負担

私費負担

40

下水道の役割のうち、浸水の防除（雨水の排除）は公的役割で
あることから、雨水にかかる経費は公費（一般会計）で負担す
るものとされている。

雨水公費・汚水私費の原則
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下水道施設の構成

分 類 名 称 役 割

管路施設

管渠、マンホール
雨水吐室、吐口
マス、取付管
雨水調整池
雨水滞水池
マンホールポンプ

下水や雨水を集めて処理場又は放流先まで流下
させる施設

ポンプ場施設

汚水ポンプ場
汚水処理場までの途中で汚水を揚水する施設

（中継ポンプ場）

雨水ポンプ場
自然流下で排水できない雨水を放流水域にポンプで
揚水する施設

合流ポンプ場 合流地区にある汚水ポンプ場を兼ねた雨水ポンプ場

処理場施設 下水処理場
管路施設で集められた下水を処理し公共用水域に
放流するための施設



公共下水道と地域下水道

■公共下水道事業

主として市街地の下水（汚水・雨水）を
処理・排除

■地域下水道事業

公共下水道の区域外の下水（汚水）を
一定の地域ごとに処理

名称 地区数

特定環境保全公共下水道 １３地区

農業集落排水施設 ６地区

し尿処理施設等 ６地区

計 ２５地区

42

本市の状況
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下水管渠延長

（Ｒ３年度末）

区 分 延 長

公共下水道

合流式 451 km
1,310 km

分流式
雨 水 84 km
汚 水 775 km

地域下水道

特定環境保全公共下水道 167 km

293 km農業集落排水施設 101 km

し尿処理施設等 25 km

総延長 1,603 km
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下水管渠の布設状況

（Ｒ３年度末）

※特定環境保全公共下水道を含む公共下水道を表しています。
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ポンプ場位置図

（主な）汚水ポンプ場 □

雨水ポンプ場 ●

合流ポンプ場 ▲

下地ポンプ場

下地中継ポンプ場
前芝ポンプ場

梅薮ポンプ場

三ツ相ポンプ場 菰口ポンプ場

野田併設ポンプ場

八町中継ポンプ場

松島ポンプ場

牟呂ポンプ場
羽根井ポンプ場

有楽ポンプ場
鍵田ポンプ場

中島場内中継ポンプ場

大山中継ポンプ場

富士見台中継ポンプ場

若松東ポンプ場（地下）

六ッ峰ポンプ場（地下）

梅田川

柳生川

豊川

：有人施設
佐奈川
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下水処理場位置図

野田処理場

中島処理場

富士見台処理場

五並処理場

高根処理場
豊南処理場

公共下水道

地
域
下
水
道

特定環境保全公共下水道 ▲

農業集落排水施設 ●

し尿処理施設等 □
嵩山浄化センター

石巻高井浄化センター

下条浄化センター

五号浄化センター

雲谷・中原浄化センター
野依浄化センター

野依台処理場

天津処理場

いずみが丘処理場

杉山御園処理場



処理場の水処理フロー図

① 流入する下水中のごみなどはスクリーンで除去し、土砂を沈めで除去。

② 沈砂池で除去できなかった比較的沈みやすい物質を沈殿させ除去。

③ 生物反応槽の活性汚泥濃度を一定に保つため、後段の最終沈殿池で沈殿
した汚泥（返送汚泥）と最初沈殿池の上澄み水と混合する。

④ 活性汚泥（微生物）によりブロワで得送られた空気を使い有機物を分解。併
せて窒素・りんについても除去。

⑤ 活性汚泥を沈め上澄み水と分離。上澄み水はその後消毒し放流、沈殿した
活性汚泥は返送汚泥または汚泥処理施設に送る。

説明

家庭や事業所

消毒設備
河川

←返送汚泥

沈砂池
土砂を沈ませる

最初沈殿池
固形物を沈殿

反応タンク（ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝｸ）
微生物で有機分を分解

最終沈殿池
汚泥を沈殿

反応タンク流入部

① ②

③

④ ⑤

47
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公共下水道と地域下水道の処理場

分類
（豊橋市）

法的分類 処理場名 所轄省庁 会計処理

公共下水道
公共下水道

野田処理場（令和5年中に廃止）

中島処理場
富士見台処理場

国土交通省

企業会計

流域下水道 豊川浄化センター（愛知県）

地域下水道

特定環境保全
公共下水道

高根処理場
豊南処理場
五並処理場

企業会計

（令和元年度まで
は特別会計）

農業集落排水施設

野依浄化センター
下条浄化センター
雲谷・中原浄化センター
五号浄化センター
石巻高井浄化センター
嵩山浄化センター

農林水産省

し尿処理施設等

天津処理場（地域し尿処理）

野依台処理場（合併浄化槽）

いずみが丘処理場（合併浄化槽）

杉山御園処理場（コミプラ）

環境省
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処理区・処理場（公共下水道）

処理区
処理場

処 理 区 域
処理区面積

（ｈａ）
処理場能力

（日最大処理量ｍ3）

野田
合流：豊橋駅東側、八町、船町、菰口等
分流：吉田方

５４０ 合流：３３，０００

中島
合流：豊橋駅西側、向山、東田
分流：南栄、高師、岩田、佐藤、二川等

３，１２２
１１７，５００

（合流：８０，０００）
（分流：３７，５００）

富士見台 レイクタウン、富士見台の住宅団地 ９４ 分流：５，１００

流域関連 下地、前芝、牛川、多米、東田の一部 ７４５ －

令和３年度末
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中島処理場

分流水処理施設（37,500ｍ3／日）

合流水処理施設（80,000m3／日）

バイオマス
利活用センター

所在地：豊橋市神野新田町字中島75-2
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富士見台処理場

水処理施設

汚泥処理施設

所在地：豊橋市富士見台一丁目14-2
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流域関連処理区

処理場名 処 理 区 域
処理区面積

（ｈａ）
処理場能力

（日最大処理量ｍ3）

豊川浄化センター

豊橋市
豊川及び
朝倉川以北

５，０３３

７４５

１０４，０００
豊川市
蒲郡市
新城市

４，２８８

令和３年度末



豊川浄化センター（愛知県）

全景 管理本館

平面図 水処理施設 （出典）愛知県ホームページ
53

所在地：豊橋市新西浜町1-3
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処理区・処理場（地域下水道）

処理区 処理場名
処理区面積

（ｈａ）
処理場能力

(日最大処理量)
供用開始

年月
備 考

天伯 １０．７ Ｓ４８．６
中島処理場へ

し尿⇒特環（H31より）

高根 高根処理場 ４０ ６５０ｍ3 Ｓ５２．５

豊南 豊南処理場 ５０ ８００ｍ3 Ｓ５６．４

五並 五並処理場 ９０ １，５００ｍ3 Ｓ６３．４

駒形 ２０ Ｈ６．４ 中島処理場へ

大山 ３０ Ｈ１９．３ 中島処理場へ

むつみね台 ８．８ Ｈ１２．４ 富士見台処理場へ

若松東 ５．４ Ｈ１２．４ 富士見台処理場へ

日色野 １７ Ｓ５７．７ 豊川浄化センターへ

大村 ６０ Ｈ９．１ 豊川浄化センターへ

石巻金田 ６０ Ｈ１３．３ 豊川浄化センターへ

下五井・横須賀 ５０ Ｈ１６．１ 豊川浄化センターへ

神ケ谷・神郷 ２４ Ｈ２３．３ 豊川浄化センターへ

≪特定環境保全公共下水道≫ 令和３年度末
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処理区・処理場（地域下水道）

処理区 処理場名
処理区面積

（ｈａ）
処理場能力

（日平均処理量）
供用開始

年月

野依 野依浄化センター ６０ ５２７ｍ3 Ｈ２．４

下条 下条浄化センター ９５ ６０３ｍ3 Ｈ７．１２

雲谷・中原 雲谷・中原浄化センター ６５ ７９４ｍ3 Ｈ１２．４

五号 五号浄化センター ２１ １６５ｍ3 Ｈ１３．１

石巻高井 石巻高井浄化センター １０２ １，３１０ｍ3 Ｈ１７．３

嵩山 嵩山浄化センター ６０ ４６２ｍ3 Ｈ２６．３

≪農業集落排水施設≫ 令和３年度末
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処理区・処理場（地域下水道）

処理区 処理場名
処理区

面積（ｈａ）
処理場能力

(日平均処理量)
供用開始

年月
備考

天津 天津処理場 １３ １１０ｍ3 Ｓ４８．４

植田 ６．６ Ｓ５２．４
野依台処理
場へ

野依台 野依台処理場 ５０ ２，２５５ｍ3 Ｓ６３．８

杉山町
いずみが丘

いずみが丘
処理場

１９．１ ３４５ｍ3 Ｈ１２．４

杉山町御園 杉山御園処理場 ７ ２２６ｍ3 Ｈ１４．３

植田三区 ７ Ｈ１４．１０
野依台処理
場へ

≪し尿処理施設等≫ 令和３年度末
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バイオマス利活用センター



区分 基本使用料 超過使用料

一般用 ７７０円

排出量
月１０㎥まで

排出量
月１０㎥超
２０㎥以下

排出量
月２０㎥超
５０㎥以下

排出量
月５０㎥超

１００㎥以下

排出量
月１００㎥超

１０円/㎥ １２０円/㎥ １９０円/㎥ ２７０円/㎥ ３００円/㎥

臨時用 ３００円/㎥

公共下水道使用料

 前回の改定：平成３１年３月１日（消費税及び地方消費税の税率改正に伴う改定を除く）

（平均改定率１５．５３％）

 使用料体系：二部料金制（基本使用料、超過使用料）

・超過使用料：排出量が多くなるほど段階的に高くなる体系

※使用料の額は、１か月につき表により算出した額に１００分の１１０を乗じて得た額
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公共下水道使用料
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１か月当たり家庭用下水道使用料（20㎥）の度数分布（全国）

平均使用料2,799円

本市2,277円

事
業

体
数

（
全

9
0
8
事

業
体

）

（出典） 総務省「令和３年度地方公営企業年鑑データ」から作成

１か月当たり家庭用下水道使用料（円）（税込）

【法適用企業】
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 前回の改定：平成３１年３月１日（消費税及び地方消費税の税率改正に伴う改定を除く）

（平均改定率３４．３８％ ※激変緩和を考慮し、２段階で改定（令和元年度：１９．２８％、令和２年度：１２．２４％））

 使用料体系：二部料金制（基本使用料、超過使用料）

・超過使用料：排出量が多くなるほど段階的に高くなる体系

区分 基本使用料 基本使用料

一般用 ９００円

排出量
月１０㎥まで

排出量
月１０㎥超
２０㎥まで

排出量
月２０㎥超
５０㎥まで

排出量
月５０㎥超
１００㎥まで

排出量
月１００㎥超

１０円/㎥
（５）

１４０円/㎥
（１２０）

２２０円/㎥
（１９０）

３１０円/㎥
（２７０）

３５０円/㎥
（３０５）

臨時用 ３５０円/㎥

※使用料の額は、１か月につき表により算出した額に１００分の１１０を乗じて得た額

※令和元年度の使用料は、（ ）内の金額です。

地域下水道使用料
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地域下水道使用料（特定環境保全公共下水道）
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１か月当たり家庭用下水道使用料（20㎥）の度数分布（全国）

平均使用料3,088円

事
業

体
数

（
全

4
4
4
事

業
体

）

（出典） 総務省「令和３年度地方公営企業年鑑データ」から作成

本市2,640円

１か月当たり家庭用下水道使用料（円）（税込）

【法適用企業】
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地域下水道使用料（農業集落排水施設）
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１か月当たり家庭用下水道使用料（20㎥）の度数分布（全国）

平均使用料3,235円

事
業

体
数

（
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4
0
6
事

業
体

）

（出典） 総務省「令和３年度地方公営企業年鑑データ」から作成

本市2,640円

１か月当たり家庭用下水道使用料（円）（税込）

【法適用企業】



豊橋市上下水道ビジョン
2021-2030
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URL https://www.city.toyohashi.lg.jp/45809.htm

https://www.city.toyohashi.lg.jp/45809.htm
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豊橋市上下水道ビジョン２０２１－２０３０

計画期間：令和３年度～12年度

基本理念：未来へ引き継ぐ豊橋の上下水道

目標とする姿：

【水道事業】 水道水の安定供給

【下水道事業】 下水道の整備

取り組みの基本方針：

【水道事業】

１．安全・安心な水道水の安定供給

２．災害時における供給体制の確立

３．経営の効率化と安定的な事業運営

４．広域連携の推進

【下水道事業】

１．下水道未普及地区の整備

２．下水道施設の適切な維持管理

３．環境負荷の軽減と下水道資源の利活用

４．災害対策の推進

５．経営の効率化と安定的な事業運営

６．広域化・共同化の推進
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豊橋市上下水道ビジョン2021-2030 水道事業

事業計画

（１）水道管整備事業

①水道管耐震化事業

重要給水施設へつながる基幹管路（導水管、送水管、配水本管（口径350mm以上の配水

管））及び配水支管（口径300mm以下の配水管）の耐震化を進めます。

・耐震化延長 79km

②配水管整備事業

老朽管路・漏水多発管路（配水支管）の更新を進めます。

・更新延長 26km

（２）水道施設整備事業

①小鷹野浄水場整備事業

老朽化した中央監視設備などの更新を行います。

②高山配水場等整備事業

高山配水場加圧設備を増強・更新し、二川・中原加圧所の統廃合などを行います。
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豊橋市上下水道ビジョン2021-2030 下水道事業

事業計画

（１）公共下水道拡張事業

②雨水整備

下地排水区の一部を整備区域とし、管きょ整備を行い浸水被害の軽減に努めます。

・口径950～1,580mm
・整備延長1,410m

まちなか（八町排水区）の雨水排除能力不足を解消するため、管きょなどを増設し浸水被
害の軽減に努めます。

①汚水整備

現在整備中の吉田方地区、橋良地区、牛川地区に加え、市街化区域の東三ノ輪地区などの
整備に取り組み、生活環境の向上や公共用水域の水質保全を行います。

（２）公共下水道再整備事業

①野田処理場再整備事業

野田処理場の老朽化に伴い、野田処理区の合流汚水を中島処理場合流水処理施設で処理す
るため、２つの処理場を結ぶ汚水幹線と中島処理場内に合流中継ポンプ棟を建設し、施設
の統合を図ります。

・野田・中島汚水幹線 6.6km

・合流中継ポンプ棟
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豊橋市上下水道ビジョン2021-2030 下水道事業

②総合地震対策事業（公共下水道）

被災時に最低限必要な機能の確保とバックアップ体制を確保するため、重要な管きょ及び
施設の耐震化を行います。

・重要管きょ 303.8km ・処理場 中島、富士見台

・ポンプ場 菰口、羽根井、鍵田、有楽、牟呂、前芝、松島、八町中継、下地中継、富
士見台中継

③ストックマネジメント事業（公共下水道）

重要な管きょ及びポンプ場を対象に、施設の劣化状況や動作状況について、定期的な点検・
調査を実施します。

調査結果をもとに、施設の重要度や緊急度を判定し、改築工事を行い、下水の適切な処理と
雨水の排除を継続するとともに、下水道管きょを原因とした道路陥没事故を防ぎます。

・重要管きょ 202.5km

・ポンプ場 鍵田、有楽、菰口、牟呂、松島

④中島処理場合流水処理施設再構築事業

老朽化が著しく耐震化への対応が必要な、中島処理場合流水処理施設の再構築を進めます。

⑤野田地区施設再構築事業

野田処理場内に合流雨水ポンプ場を建設し、老朽化対策と耐震化が必要な野田処理場併設ポ
ンプ場と菰口ポンプ場（合流）を廃止し、維持管理費の削減を図ります。



①総合地震対策事業（特定環境保全公共下水道）

被災時に最低限必要な機能の確保とバックアップ体制を確保するため、施設の耐震化を行い
ます。

・処理場 高根、豊南、五並

②ストックマネジメント事業（特定環境保全公共下水道）

重要な管きょ及びポンプ場を対象に、施設の劣化状況や動作状況について、定期的な点検・
調査を実施します。

調査結果をもとに、施設の重要度や緊急度を判定し、改築工事を行い、下水の適切な処理を
継続するとともに、下水道管きょを原因とした道路陥没事故を防ぎます。

・重要管きょ 7.5km ・処理場 高根、豊南、五並

③処理場再編事業

老朽化した天津処理場の汚水を富士見台処理場へ送水し処理することで維持管理費の削減を
図ります。

④農業集落排水施設最適整備事業

概ね20年を経過した農業集落排水施設を対象に、施設の劣化要因を推定したうえで健全度判
定と対策の必要性を検討する機能診断を実施します。

機能診断結果をもとに対策の優先度を設定した最適整備構想を策定し、改築工事を行います。

・対象地区 野依、下条、雲谷・中原、五号、石巻高井

⑤し尿処理施設等再整備事業

し尿処理施設等の更新計画を策定し、必要な改築・更新を行います。

・対象地区 野依台、杉山町御園、杉山町いずみが丘
68

豊橋市上下水道ビジョン2021-2030 下水道事業

（３）地域下水道再整備事業


